
令和８年度 調布市立布田小学校「学校いじめ防止対策基本方針」  

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

いじめ防止等に関する学校の目標 

・職員全体でいじめの認知の在り方を共通認識し，いじめの積極的認知，及び解消に向けた取

組を行うことができるようにする。 

・校長を中心としたいじめ対応組織を校内に設け，家庭・地域とも連携していじめの未然防

止，早期発見対応を行う。児童や保護者からの話を丁寧に聞き取り，解消を目指す。 

・全ての児童が安全で且つ安心して学校生活を送れるよう，児童相互ならびに教職員との信頼

関係を構築し，温かい人間関係を築くための居場所づくり，絆づくりを進める。その中で，

「いじめは絶対に許されない」という認識を徹底させる。 

○スクールカウンセラー 
との連携 
毎月，特別支援校内委員会 
を設け，児童の実態把握や 
ケアの取組内容，情報交換， 
児童への対応等を話し合う。 
○５年生との全員面談実施 

【未然防止】いじめを生まない，許さない学校づくり 

 ・毎月の「こころの健康観察」で,児童の実態を把握し,いじめの未然防止に努める。 

・「学校いじめ対策委員会」を設置し，ホームページ，学校便りで保護者に周知する。 

 ・校長，副校長，生活指導主任，養護，学年主任，専科，スクールカウンセラーが中心となり，

月１回の特別支援校内委員会並びに生活情報交換会で児童の情報を共有し，問題への対応を

検討する。さらに，週に 1回の生活指導朝会を通して校内の共通理解，指導の充実を図る。

（全教職員の共通理解，意図的・計画的に取り組む。） 

・学級担任，養護教諭，生活指導主任，スクールカウンセラーは，日頃から子どもの様子に気

を配り，些細なことでも児童の話を聞き，いじめを見逃さないという姿勢を示すようにする。 

・ふれあい月間で児童にいじめについて主体的に考える機会を設け，「いじめは絶対に許され

ない」ことを自覚する態度の育成を図る。 

・モバイル端末，携帯電話，通信機能付きゲーム機，ＳＮＳ等におけるトラブルを未然に防ぐ

ため，外部機関を活用した情報モラル教育の推進と保護者へ啓発を積極的に行う。校内で共

通した指導をするために，生活全校朝会を活用して情報発信する。 

【早期発見】いじめを直ちに発見できる学校づくり 

・全職員による校内巡回などを通した児童の見守りを強化する。 

・毎月のこころの健康観察や,ふれあい月間を中心としたいじめ防止アンケートや聞き取りな

どを行う。また，いじめ相談窓口を設置する。 

・スクールカウンセラーによる小学校第５学年児童全員の面談を実施し，いじめの早期発見に

努める。 

・いじめ防止対策委員会は，学校全体の様子を把握するとともに，いじめを認知した際は，す

ぐに担任，学年と共に対応し解決に努める。 

教職員の指導力の向上 

①いじめに関する研修の実施 

・教職員に対する校内研修を年３

回実施する。 

・生徒指導提要・人権教育プログラ

ムやいじめ総合対策（第３次）等

の資料を活用する。 

○学校の組織的対応 

①学校いじめ対策委員会の設置，学

校のいじめ問題への対応の仕方

や組織について保護者への周知 

②全職員による情報共有 

 

年 間 指 導 計 画 

 ４ 月   ５ 月    ６ 月    ７ 月    ８ 月    ９ 月    10 月    11 月    12 月    １ 月    ２ 月   ３ 月 

各教科 

通年 

国語…正しい言葉遣い。言葉で伝えあう大切さ。社会…様々な人で社会が構成されていること。算数…友達の考えのよさに気付く。 

理科…生命の尊さ，不思議さに気付く。音楽…声を合わせる。旋律を聞きあう。図工…友達の作品のよさを認め合う。 

生活指導 

布田小の生活 確認   ふれあい月間（６・11・２月いじめアンケート）     

こころの健康観察（毎月） 情報モラル教育（生活全校朝会 月 1回程度）  あいさつ運動（４月・９月・１１月） 

各学級支援児童の共通理解 セーフティ教室             いじめ標語             

学校行事 
入学式･始業式                  八ヶ岳移動教室  日光移動教室      道徳授業地区公開講座      卒業式 

防災教育の日  運動会                  遠足         学芸会   いのちと心の教育月間 

特別活動 
集団生活のルール 縦割り遊び（通年）                      募金集会             六年生を送る会 

一年生を迎える会                      梅まつり                       奉仕活動 

道徳 

通年 

個性伸長 友情 自由・自律 生命尊重 自然愛      役割・責任  自然愛 謙虚・寛容 国際理解 公正公平・正義 希望･勇気･努力 

            いじめ                              いのちと心の教育月間 

家庭・地域 
保護者会             保護者会 個人面談                   保護者会   （地区ﾏﾗｿﾝ）保護者会  

      あいさつ運動 盆踊り             地域運動会 あいさつ運動 

生活指導主任会報告内容（いじめを認知し，学校で組織的に対応する場合） 

①〈実態把握の観点〉 

・毎週生活指導朝会で，児童の実態を共

有する。 

・「こころの健康観察」から,些細なこと

であっても変化を見付け，学年で共有

し，管理職，生活指導主任に報告する。 

・専科教諭，養護教諭の他，必要に応じ

て学校教職員・学童・あそビバ等と連

携を図る。 

・保護者からの相談を積極的に受け入れ

る。 

②〈指導・支援の基本姿勢〉 

・いじめ対策委員会を構成し，いじめが起

きた場合は，該当学年，スクールカウン

セラーを含めいじめへの対応に当たる。 

・被害児童，加害児童の聞き取りと学級児

童への聞き取りを並行して行う。保護者

を含めて話合いをする。 

③＜被害児童の支援＞ 

○いじめられたことによって傷つけられた自尊感

情を保護し，高められるような働きかけをす

る。 

・安心して通えるような場づくり 

・プライバシーの保護と情報提供 

＜加害児童の指導＞ 

○保護者と連携して指導をし，継続的に保護者と

連絡を取り，助言する。 

・相手への謝罪とともに自尊感情への配慮。 

・行為の責任の自覚を促す。 

④＜組織的な観察の継続＞ 

・保護者，関係機関との情

報共有・連携継続 

 

いじめの未然防止・早期発見のために 

具体的ないじめへの対応（早期発見，重大事態への対応） 

so ために 

○いじめ防止に関する法令等 

・日本国憲法・教育基本法 

・学校教育法 

・いじめ防止対策推進法 

・東京都いじめ防止対策推進条例 

・東京都いじめ防止対策推進基本方針 

・東京都教育委員会いじめ総合対策 

・調布市子ども条例 

・調布市教育委員会教育目標及び基本方針 

・調布市教育委員会いじめ防止対策委員会設

置要領 

・調布市教育委員会いじめ防止対策連絡協議

会設置要領 

 

○目標策定の方針 

児童の実態 

・明るく，素直な児童が多く，
教師の話を真面目に受け
止める。遅れがちな子にも
優しく接する児童が多い。 

保護者の願い 

・子どもが安心・安全に通え
る学校。子どもの学力，生
活力を伸ばせる学校。 

地域の願い 

・地域の中で成長し，共に楽
しく協力し合える子ども。 

 

目指す児童像 

◎自ら考えくふうする子(知恵) 〇けんこうでねばり強い子(勇気) 〇なかよく助け合う子(優しさ)  

○保護者・地域との連携 
健全育成委員会・地区

協議会等の行事への参
加の呼び掛け 
・児童の実態の共有 

①教育委員会へ報告し，教

育委員会が設置する組織

との連携・協力を図る。 

②被害の児童への緊急避難

措置の検討，実施 

③加害の児童への懲戒や出

席停止の検討 

④警察や児相等との連携 

⑤緊急保護者会の開催 

 

生活指導主任会報告内容（教育委員会や関係機関と対応する場合） 

連携機関⇒（調布市教育委員会いじめ対策委員会，教育相談所，子ども家庭支援センターすこやか，多摩児童相談所，調布警察署等） 

また，必要に応じ調布市顧問弁護士，調布警察署，保護司会，多摩児童相談所等を第三者からの委員として依頼し，問題の早期解決を図る。 

重大事案への対応 


